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土 砂 災 害 防 止 法 に 基 づ く
土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 の 指 定 に つ い て
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テキスト ボックス
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土 砂 災 害 とは ？土 砂 災 害 とは ？

雨 や 雪 解 け 水 な ど が
崖 の 中 に しみ 込 ん で 、
突 然 崩 れ 落 ち る の が
が け 崩 れ で す 。地 震
で 起 こる こともあ りま
す 。

山 や 谷 の 土 、砂 、石 な
ど が 、梅 雨 の 長 雨 や 台
風 の 大 雨 に よ る 水 と一
緒 に な って 、もの す ご
い 勢 い で 流 れ て くる も
の を 土 石 流 とい い ま す 。

大 雨 が 降 り続 くと地 下 に 水
が た くさん しみ 込 み 、水 を
通 しに くい 粘 土 層 の 上 に
水 が た くさん 溜 ま りま す 。
す る とそ の 力 に 持 ち 上 げ ら
れ て 粘 土 層 を さか い に 上
の 地 面 が ゆ っくりと動 き 出
しま す 。こ れ を 地 す べ りと
い い ま す 。

急 傾 斜 地 の 崩 壊急 傾 斜 地 の 崩 壊
（が け 崩 れ ）（が け 崩 れ ） 土 石 流土 石 流 地 す べ り地 す べ り
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台 風 や 集 中 豪 雨 は台 風 や 集 中 豪 雨 は
い つ 、ど こ で 起 こ る か 分 か ら な い 。い つ 、ど こ で 起 こ る か 分 か ら な い 。
近 年 、経 験 した こ とが な い 、想 定近 年 、経 験 した こ とが な い 、想 定
外 の 災 害 が 発 生 して い る 。外 の 災 害 が 発 生 して い る 。

4



平 成 ２１年 ７月平 成 ２１年 ７月 集 中 豪 雨集 中 豪 雨 （山 口 県 ）（山 口 県 ）

平 成 ２１年 ７月 ２１日 山 口 県 防 府 市 の 土 砂 災 害 （特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ） ７名 死 亡 5



平 成 ２３年 ９月平 成 ２３年 ９月 台 風 １２号 （和 歌 山 県 ）台 風 １２号 （和 歌 山 県 ）

平 成 ２３年 ９月 ４日 和 歌 山 県 田 辺 市 の 台 風 １２号 に よ る 土 砂 災 害 死 者 ・行 方 不 明 者 １００人 以 上
台 風 災 害 と し て は 、平 成 で 災 厄 の 台 風 と な っ た 。
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平 成 ２３年 ９月 ２０日 和 歌 山 県 田 辺 市 熊 野 地 区 の 土 砂 ダ ム が 満 水 状 態 と な っ て い る 。
7

平 成 ２３年 ９月平 成 ２３年 ９月 台 風 １２号 （和 歌 山 県 ）台 風 １２号 （和 歌 山 県 ）
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y-kazuo
テキスト ボックス
【土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律】土砂災害（がけ崩れ、土石流、地滑り）から住民の生命を守るために、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、警戒避難態勢の整備や一定の行為の制限を行うもので、平成１３年４月に施行されました。
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y-kazuo
四角形

y-kazuo
テキスト ボックス
※砂防三法とは、砂防法（明治30年）、地すべり等防止法（昭和33年）、急傾斜地の崩壊による災害の防止二関する法律（昭和44年）を総称して使っている言葉です。



土 砂 災 害 防 止 法 の 区 域 とは土 砂 災 害 防 止 法 の 区 域 とは ？？

警戒区域と特別警戒区域のイメージ警戒区域と特別警戒区域のイメージ

特別警戒区域特別警戒区域

警戒区域警戒区域

・急傾斜地の崩壊
・土石流
・地滑り

警 戒 区 域 の 指 定
ｲｴﾛｰｿﾞｰﾝ

（土 砂 災 害 の お そ れ ）

特 別 警 戒 区 域 の 指 定
レ ッドｿﾞｰﾝ

（建 物 が 破 壊 され 、住 民 に
大 き な 被 害 が 生 じ る ）

○ 警 戒 避 難 体 制 の
整 備

○ 特 定 の 開 発 行 為 の 制 限

○ 建 築 物 の 構 造 規 制

○ 建 築 物 の 移 転 勧 告

専 門 的 な 調 査 （基 礎 調 査 ）の 実 施 して
２種 類 の 区 域 を 指 定 す る 。
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・が け 地 近 接 等 危 険 住 宅 移 転 事 業・が け 地 近 接 等 危 険 住 宅 移 転 事 業
の 補 助の 補 助

・住 宅 金 融 支 援 機 構 の 融 資・住 宅 金 融 支 援 機 構 の 融 資
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土 石 流 の 区 域 設 定 手 法土 石 流 の 区 域 設 定 手 法
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基 礎 調 査 の 基 本 方 針基 礎 調 査 の 基 本 方 針

① 基 礎 調 査 の 実 施 箇 所 の 優 先 順 位

本 県 の 基 礎 調 査 ・指 定 は 、国 土 交 通 省 告 示 第 1119号 （平 成 13
年 7月 9日 ）に 示 され た 指 針 に よ り以 下 の 評 価 項 目 に よ り優 先
順 位 を 設 定 して 実 施 す る 。
＜ 評 価 項 目 ＞
・危 険 度

災 害 発 生 の 有 無 、施 設 整 備 状 況
・開 発 動 向

人 家 戸 数 の 増 減 、宅 地 開 発 の 動 向
・災 害 発 生 時 の 影 響

保 全 対 象 人 家 戸 数 、保 全 対 象 災 害 時 要 援 護 者 施 設 数
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：土 石 流 危 険 渓 流

土 石 流 危 険 渓 流
○ 県 内 ３，９２０渓 流
◎ 阿 蘇 管 内 ３７４渓 流

地 す べ り危 険 箇 所
○ 県 内 １０７箇 所
◎ 阿 蘇 管 内 ５箇 所

熊 本 県 の 危 険 箇 所 （土 石 流 、急 傾 斜 、地 す べ り）熊 本 県 の 危 険 箇 所 （土 石 流 、急 傾 斜 、地 す べ り）

急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 箇 所
○ 県 内 ９，４６３箇 所
◎ 阿 蘇 管 内 ５５６箇 所
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21%

176197935計

005地 す べ り

小 国 町 797979556急 傾 斜 地 の 崩 壊

阿 蘇 市 39､小 国 町 59､高 森 町 2097118374土 石 流

指 定 区 域 の 市 町 村 内 訳
うち 特 別 警

戒 区
域

指 定 区 域
土 砂 災 害 危

険 箇 所

阿 蘇 地 域 振 興 局

発 生 種 別

18%42%

2,1892,44713,490103,268219,903525,307計

0010712,32111,288地 す べ り

1,3581,3719,46369,198136,489330,156急 傾 斜 地 の 崩 壊

8311,0763,92034,06981,093183,863土 石 流

うち 特 別 警 戒
区 域

指 定 区 域
土 砂 災 害 危 険

箇 所
うち 特 別 警 戒

区 域
指 定 区 域

土 砂 災 害 危
険 箇 所

熊 本 県全 国

発 生 種 別

（2011/3/31現 在 ） 単 位 ：箇 所

全 国 ・熊 本 県 ・阿 蘇 地 域 振 興 局 の 指 定 状 況全 国 ・熊 本 県 ・阿 蘇 地 域 振 興 局 の 指 定 状 況
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H17.12H17.12 阿 蘇 市 一 の 宮 町 古 城阿 蘇 市 一 の 宮 町 古 城 ２２渓 流２２渓 流
H18.02H18.02 阿 蘇 市 的 石阿 蘇 市 的 石 １７渓 流１７渓 流
H20.H20.0303 高 森 町 高 森 ・上 色 見高 森 町 高 森 ・上 色 見 ２０渓 流２０渓 流
H20.H20.0707 小 国 町 杖 立 ・は げ の 湯小 国 町 杖 立 ・は げ の 湯 ５２渓 流５２渓 流
H23.03     H23.03     小 国 町 西 里 ・北 里小 国 町 西 里 ・北 里 ７渓 流７渓 流

（急 傾 斜 ）７９箇 所（急 傾 斜 ）７９箇 所
→ ３市 町 村 に て→ ３市 町 村 に て １９７渓 流 ・箇 所１９７渓 流 ・箇 所 を 指 定 済 みを 指 定 済 み

準 備 中準 備 中 阿 蘇 市 黒 川 ・宮 地 （仙 酔 峡 周 辺 ）５７渓 流阿 蘇 市 黒 川 ・宮 地 （仙 酔 峡 周 辺 ）５７渓 流
H23.10H23.10 南 小 国 町 満 願 寺 １４渓 流 ９１箇 所南 小 国 町 満 願 寺 １４渓 流 ９１箇 所 住 民 説 明住 民 説 明
H23.10H23.10 南 阿 蘇 村 久 木 野 ３１渓 流南 阿 蘇 村 久 木 野 ３１渓 流 住 民 説 明住 民 説 明

阿 蘇 地 域 振 興 局 の 指 定 状 況阿 蘇 地 域 振 興 局 の 指 定 状 況
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y-kazuo
テキスト ボックス
※H23.12から長陽地区全域、中松三区の一部、第八駐在区の一部を現地調査を行う。（回覧及び防災無線で周知）



公 示 図 書 の 例

1/2,500地 形 図 で の 表 示
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公 示 図 書 の 例

オ ル ソ フ ォ ト（空 中 写 真 ）で の 表 示
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今後は、長陽地区全域と、中松三区の一部、第八駐在区の一部を現地調査し、図

面等ができ次第住民説明会をします。 

その後、白水地区全域の現地調査をして、住民説明会をします。 

 

南阿蘇村だけの指定ではありません。 

土砂災害防止法に基づき日本全国未指定部分を指定していきます。 

 

問い合わせ先 

 熊本県土木部砂防課  096-383-1111 

 熊本土木事務所    096-367-1111 

  阿蘇地域振興局土木部 0967-22-1111 

 

 

土砂災害から身を守るために、「日頃の備え」と「早めの避難」を心掛けましょう。 

３５ 
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